
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管部（局）・課 男女参画・こども局こども家庭課 

法令名 児童福祉法 法令番号 昭和２２年 法律第１６４号 

手続名 小児慢性特定疾病児童に対する医療費給付の決定 根拠条項 第１９条の３ 
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 児童福祉法第６条の２第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第２項の規定に基づき、当該小児慢性

特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度（平成２６年１２月１８日厚生労働省告示第４７５号）に基づいて審査する。 
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 標準経由期間    ４日 
 


